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第１章 修繕工事 

１．１ 

工事種目 修繕周期（年） 

（１）鉄・アルミ・ステンレス部等塗装工事  

  －１ 鉄部塗装工事 ４～６ 

  －２ アルミ・ステンレス部塗装工事 １０～１５ 

（２）躯体改修工事 １０～１５ 

（３）外壁仕上げ改修工事  

－１ 塗装仕上げ改修工事 １０～１５ 

－２ タイル張り仕上げ改修工事 １０～１５ 

（４）シーリング改修工事 １０～１５ 

（５）屋根防水改修工事 １２～１５ 

（６）床部改修工事 １０～１５ 

（７）ドア改修工事 １０～３０ 

（８）サッシ改修工事 ２０～３０ 

（９）金物類改修工事 ２０～４０ 

（１０）屋外鉄骨階段改修工事 ２４ 

（１１）内壁・内装改修工事 １２～１８ 

（１２）エントランス改修工事 ２回目以降の大規模修繕工事の際 

（１４）給水設備改修工事  

－１ 給水管の更生・取替え工事 １０～３０ 

  －２ 給水装置・給水施設の改修工事 ５～３０ 

（１５）排水設備改修工事 １５～４０ 

（１６）消火設備改修工事 １８～３０ 

（１７）ガス管改修工事 １５～４０ 

（１８）給湯設備改修工事 材質等により異なる 

（１９）冷暖房設備工事 １０～２５ 

（２０）換気設備改修工事 １２ 

（２１）電灯幹線・動力設備改修工事 ７～３２ 

（２２）照明器具・配線器具改修工事 １０～３０ 

（２３）情報通信設備改修工事 ３０ 

（２４）テレビ共聴設備改修工事 ８～３２ 

（２５）防災設備改修工事 ６～３２ 

（２６）避雷設備改修工事 ２４～３２ 

（２７）エレベーター設備改修工事 ２４～３２ 

（２８）機械式駐車場工事 ５～２５ 

（３２）屋外排水設備改修工事 ２４～３６ 
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１．２ 建物の維持保全の仕組み 

・ 管理業務は、建物を適正に維持し、快適な居住と有効な資産価値を維持することを

目的としており、現在の建物を可能な限り長く使えるよう維持していくことが基本とな

ります。そのためには、保守点検や修繕を計画的に実施することが重要になります。 

 

（１）保守点検 

・ 建物を維持保全していく上では、まずは、保守点検を定期的に行う必要があります。

保守点検とは、建物の機能を維持するために、建物各部の不具合点や設備機器等の作動

に異常がないかどうかを定期的に検査し、消耗品の交換や作動調整、補修（軽微な修繕）

等を行うことで、法律等で定められている法定点検と、任意に行う自主点検とがありま

す。 

 

（２）修繕 

・ また、建物各部の劣化や性能・機能の低下が進んだ場合には、修繕を行うことが

欠かせません。修繕とは、部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、劣化した建物

又はその部分の性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させる行為をいいます（一

般的には、建物の建設当初の水準にまで回復させることが目標とされます。）。修繕に

は、劣化の発生や性能・機能の低下の都度に行う補修・小修繕と、一定の年数の経過

毎に計画的に行う計画修繕とがあります。 

 

（３）長期修繕計画等に基づく計画修繕 

・ 計画修繕を確実に実施するためには、長期修繕計画を定める必要があります。長

期修繕計画とは、建物を構成する部材や設備の耐久性にあわせ、建物ごとに設定され

る長期の修繕計画であり、通常、20～30 年程度の長期展望にたち、共用部分等の各部

分の修繕周期と概算費用が示されます。 

・ 計画修繕の必要額は毎年一定ではなく、この費用をその都度徴収したのでは、個々

の生活に影響するだけでなく、未納等により費用の不足が発生して、計画修繕の適正

な実行に支障をきたすおそれもあります。このため、定期的に少額を徴収し、まとめ

て計画修繕に充てる修繕積立金のしくみが一般的になっています。長期修繕計画が、

必要とされる修繕積立金の算定数字の根拠となります。 

・ 計画修繕は長期修繕計画に基づいて実施されますが、実際の工事を行う上では、

建物各部の傷み具合に対応した有効な修繕を実施するために、調査や診断を行い、そ

れに基づいた修繕設計により工事部位や工事内容を確定します。計画修繕では、効率

的な工事実施のため、複数の部位や工事項目をまとめて実施することが多く、修繕積

立金を充当して行う計画的な修繕等を大規模修繕と呼び、通常は 10 年以上の周期で

大規模に実施されます。 

 

(４) 計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念・計画修繕・長期修繕

計画・修繕積立金からなる維持管理運営の基本手法は、最初に作っておけば自動的に

働くものではありません。長い期間にわたり建物を適正に維持管理していくためには、

点検・検査・診断により、建物の経年による劣化状況等の不具合や問題点を明らかに
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し、具体の修繕を実施するための中短期の修繕計画を作成しつつ、修繕実績に基づき

長期修繕計画を適宜見直していく必要があります。また、これと連動して修繕積立金

の額も見直していく必要があります。 

 

 

１．３ 改修の重要性 

（１）建物性能のグレードアップを図る改修の重要性 

・ 建物の経年に伴う劣化や不具合に対しては、大規模修繕等の計画修繕を適切に実

施していくことが必要であり、それにより、建物の劣化を防止することができます。

しかし、修繕だけでは建物の性能の維持・回復しか実現することができません。 

・ 建物に求められる性能・機能は、住まい方の変化や設備機器の進歩等により年々

高まっており、近ごろの新築建物の性能や居住性は著しく向上しています。これに伴

い、高経年建物では性能・機能面での陳腐化が進行し、資産価値が低下することにも

なりかねません。 

・ 改修工事を適切に実施することで、建物の物理的な老朽化の防止に加え、陳腐化

を防止することができます。このため、建築後一定の年数を経過した建物では、単な

る修繕工事ではなく、修繕と改良を含めた改修工事を実施することが、建物を住みよ

いものにし、その質及び価値を長持ちさせていく上での重要なポイントになります。

特に、建物で一般化している大規模修繕工事は、修繕と呼ばれていますが、その実施

回数を追うにつれ、改良の割合を大きくした改修工事として実施する必要があります。 

 

 

 

・ 改修工事を適切に実施することで、建物の物理的な老朽化の防止に加え、陳腐化を

防止することができます。このため、建築後一定の年数を経過した建物では、単なる修

繕工事ではなく、修繕と改良を含めた改修工事を実施することが、建物を住みよいもの

にし、その質及び価値を長持ちさせていく上での重要なポイントになります。特に、一
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般化している大規模修繕工事は、修繕と呼ばれていますが、その実施回数を追うにつれ、

改良の割合を大きくした改修工事として実施する必要があります。 

 

 

 

１．４ ・・・省略 
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１．５ 改修工事の進め方 

・ 大規模修繕時等に行う改修工事の基本的な進め方は、発意→検討体制の確立→専

門家等の選定→調査診断→改修基本計画→改修設計→工事費見積→資金計画→合意形

成・集会における決議→工事実施、という手順となります。 

・ 各手順の概要と進め方の留意点等を整理すると次のようになります。 

 

（１）検討体制の確立 

・ 改修工事は専門技術的な知識を必要とし、その準備から工事完成までに３～５年

程度を要するのが一般的です。これを通常１～２年ごとに理事が交代する理事会のみ

で対応することには、知識面や時間面で限界がありますから、専門委員会（修繕委員

会、長期修繕計画委員会等の名称がよく用いられます。）を設置して継続的に検討を行

うことになります。管理組合内の専門委員会のメンバーには、歴代の理事経験者、区

分所有者のうちの建築や設備等の専門家等が含まれることが一般的です。 

・ 専門委員会は理事会の諮問機関として設置されることが多く、必要とされる改修

工事の内容、実施上の問題点、その解決方策等を調査検討します。専門委員会の役割

は、専門的見地からの調査検討結果に基づく提案を行うところまでであり、最終的な

方向付けは理事会による決定になりますので、専門委員会は理事会と良好な関係を維

持しながら協力して検討を行っていくことが重要になります。 

 

（２）専門家等の選定 

・ 改修工事の実施にあたっては、まずは、管理組合のパートナーとして建物の改修

業務に精通した専門家等を選ぶ必要があります。調査診断や改修設計等の建築技術的

な支援を得る必要があることから、建築士又は建築士の有資格者を有する設計事務所、

建設会社、管理会社等を選定します。 

・ 建築技術的な支援を行う専門家等の関わり方には、「設計監理方式」と「責任施工

方式」とがあります。 

 

（３）調査診断と改修設計 

・ 本マニュアルでは、２～３回目の大規模修繕工事を迎える高経年建物について、建

設当時のごく標準的な仕様・性能を想定し、この標準的な建物に考えられる様々な改修

工事の内容について示しています。しかし、実際に行われる改修工事では、各建物の物

的状況、居住者の属性及び建物に対するニーズ等により、必要とされる工事内容が大き

く異なります。また、費用などの点で、必要とされる改修工事の全てが一度に実現でき

るとも限りません。 

・ このため、以下のような手順で、実際に行う改修工事の内容を絞り込んでいく必要

があります。 

 

１）調査診断及び改修基本計画の作成 

・ 建物の調査診断（竣工図書・修繕記録等によるチェック、現地観察・調査・詳細診

断の実施等）を行い、建物各部の現状の劣化・損傷の程度、不具合点や問題点、現建物

が有している性能の程度等を正確に把握します。調査診断を行う際には、不具合や問題
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点が、経年劣化によるものか建設時又は前回改修時の設計や施工の不備によるものかの

判定が重要となります。それによって対処方法（改修方法や費用負担）が異なってくる

からです。また、工事実施までの間に危険が生じる可能性があるなど、緊急に対処する

必要がある箇所については、その対応方策についても検討する必要があります。 

・ 調査診断が終わった段階で、調査診断結果の報告会を行い、区分所有者全員に建物

の劣化等の状況を正確に認識してもらうことが重要です。 

・ また、調査診断の段階では、区分所有者に対する意向調査を行い、当該建物が抱え

ている問題点や居住者の改善ニーズを把握することも重要です。この改善ニーズと調査

診断結果をもとにして、問題点に対する基本的対応方策を検討し、改修基本計画を作成

します。この際、多数の区分所有者が必要としている工事かそれとも特定の一部の区分

所有者が共通して必要としている工事なのか、また、安全性に関わる工事かそれとも日

常生活を便利にするための工事なのかなど、改修工事の目的と必要性を明確にしながら、

工事の優先順位を定めることも大切です。 

・ なお、調査診断の時期は、管理組合の資金計画や合意形成などの運営面からみて、

長期修繕計画に定められた工事実施時期の２年前程度に行うことが望ましいと考えら

れます。 

 

２）改修設計 

・ 改修基本計画に基づき、改修設計を行います。改修設計では、改修により実現しよ

うとする耐久性・耐用性・居住性等の目標値及び実際に採用する材料・工法を定め、工

事を行うための設計図書（工事仕様書及び設計図）を作成します。 

・ 工事内容を定める上では、工期・工程・仮設計画等の検討や、工事中の窓の開閉制

限、バルコニー等専用使用部分の使用制限、仮住居への引っ越しの必要性の有無など、

工事による日常生活への支障の程度についての検討も必要となります。また、当該工事

に伴う建築関係規定上の手続きについての検討も必要となります。 

 

（４）工事費見積・施工会社の選定 

・ 設計管理方式の工事実施段階において施工会社を選定するにあたっては、まずは、

工事費見積を依頼する会社を選ぶ必要があります。推薦を受ける方法、公募等の方法が

ありますが、公正さや透明性を確保する上では、業界紙や建物内での募集掲示等による

公募が望ましいと考えられます。 

・ 公募をする際には、応募業者の工事実績（改修工事の実施件数・金額、当該建物と

同規模の建物での改修実績の有無等）、技術資格者数、会社内容（資本金、年間工事受

注額、社員数、経営の安定性等）等の書類の提出を受けて（これらの項目についてあら

かじめ一定の参加条件を設定する場合もあります。）、見積参加業者を選びます。 

・ 見積参加業者が決まると、当該建物で見積依頼内容の説明をします。見積は共通の

条件をもとに行われる必要があるため、工事の見積条件を設定するためには、事前に調

査診断によって建物の現状を正しく把握した上で、改修設計（図面、仕様書、数量書、

概算書の作成）を行った結果をもとに、見積を依頼する相手方に対して、次のような資

料を提示する必要があります。 
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①改修工事設計図：改修する範囲の明示 

②改修工事仕様書：足場仮設の方法、下地処理の方法、仕上げ材料の種類・量・塗付方

法等の明示 

③数量内訳書：工事対象数量の明示 

④その他：工事の期間、工事金の支払方法、監督・検査の方法など工事に係わる条件 

・ 各社から見積書が提出されれば、個々の見積内容、単価、金額等をチェックし、金

額に大きな差がある場合などはその理由を確認します。また、施工者の能力や施工体制

等のヒアリングを別途行います。こうした検討を行い、最終的に適切であると考える施

工会社を選定します。 

 

（５）資金計画 

・ 改修工事の費用は、修繕積立金によりまかなわれることが一般的ですが、積立金が

不足している場合には、金融機関からの借入金か、区分所有者からの一時金徴収かでま

かなう必要があります。また、借入金と一時金徴収とを併用する場合もあります。 

・ 借入金の場合は、民間金融機関から借り入れることになります。 

 

（６）合意形成と集会における決議 

１）合意形成 

・ 改修に向けた合意形成の最大のポイントは、資金計画にあります。修繕積立金を取

り崩した場合に残額はいくらで将来の修繕工事はどうなるのか、借入をした場合は以降

の毎月の修繕積立金額がいくらに増額されるのか、一時金を徴収する場合はその徴収額

はいくらになるのか、などの内容について十分に検討した上で合意形成をする必要があ

ります。 

・ いずれの場合も区分所有者が相応の負担をすることになるため、区分所有者の改善

ニーズをアンケートやヒアリング等により十分に把握し、改修内容の必要性について検

討した上で、合意形成に努める必要があります。数案を比較検討することも考えられま

す。合意形成を容易にするため、予算に合わせてできる範囲の工事だけを行ってしまう

場合がありますが、中途半端な工事は長い目で見れば無理・無駄が多くなってしまいま

すので、改修基本計画に基づいて計画的に改修工事を定めることが重要です。 

 

２）集会における決議 

・ 改修工事の実施の最終的な決定は、区分所有法の規定に基づき、管理組合の集会（総

会）における決議で行います。 

・ 大規模修繕工事（同時に行われる改修工事を含む）は、その規模・内容・程度等か

ら、共用部分の変更にあたる工事となります。共用部分を変更する行為の決議要件は、

共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う場合と、そうでない場合とでは決議要件が

異なります。著しい変更を伴う場合には、区分所有者数及び議決権の各４分の３以上の

多数による特別多数決議が必要となります（ただし、区分所有者の定数は規約でその過

半数にまで減じることができます。）。一方、著しい変更を伴わない場合は、区分所有

者及び議決権の各過半数による普通決議で決することができます。 
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第２章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事 

２．１ 計画修繕工事と既存性能をグレードアップする改良工事の主な内容 

・ 建物の質及び価値を長期に維持していく上では、その時代その時代に建物に求めら

れる性能や水準に対応した住みよい建物に改善していく必要があります。そのためには、

大規模修繕工事等の計画修繕を行う際には、既存性能をグレードアップさせる改良工事

を織り込んだ改修工事として実施することが重要となります。 

・ そこで、計画修繕の基本的な工事項目について、既存性能のグレードアップに相当

する改良工事の工事概要を整理すると下表のような内容が想定されます。 

・ なお、実際に必要とされる工事内容は、建物の建設当時の仕様や性能によって異な

りますが、ここでは２～３回目の大規模修繕工事を迎える建築後一定の年数を経過した

建物で、建設当時のごく標準的な仕様・性能で建築されたものを想定しています。 

 

■計画修繕項目についての改良工事の主な内容（概要） 

１．建築関係 

（１）建築工事 
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２．設備関係 

（１）機械設備工事 
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（２）電気設備工事 

 

 

（３）その他の設備工事 
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２．２ 計画修繕の概要と改良工事の具体的内容・工法等 

 

２．２．１ 建築工事 

（１）鉄・アルミ部等塗装工事 

（１）－１ 鉄部塗装工事 

 

 

（１）－２ アルミ・ステンレス部塗装工事 

 

 

（２）躯体改修工事 
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（３）外壁仕上げ改修工事 

（３）－１ 塗装仕上げ改修工事

 

 
 

（３）－２ タイル張り仕上げ改修工事 

 

 

 

（４）シーリング改修工事 
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（５）屋根防水改修工事 

 

 

 

（６）床部改修工事 
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（７）ドア改修工事 

 

 
（８）サッシ改修工事 
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（９）金物類改修工事 

 

 

 

（１０）屋外鉄骨階段改修工事 
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（１１）内壁・内装改修工事 

 

 

 

 

（１２）エントランス改修工事 
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２．２．２ 機械設備工事 

（１４）給水設備改修工事 

（１４）－１ 給水管の更生・取替え工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

（１４）－２ 給水装置・給水施設の改修工事 
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（１５）排水設備改修工事 
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（１６）消火設備改修工事 
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（１７）ガス管改修工事 

 

 

 

（１８）給湯設備改修工事 

 

 

 

（１９）冷暖房設備工事 
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（２０）換気設備改修工事 

 

 

 

２．２．３ 電気設備工事 

（２１）電灯幹線・動力設備改修工事 
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（２２）照明器具・配線器具改修工事 

 

 

 

（２３）情報通信設備改修工事 
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（２４）テレビ共聴設備改修工事 
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（２５）防災設備改修工事 

 

 

 

（２６）避雷設備改修工事 

 

 
 

２．２．４ その他工事 

（２７）エレベーター設備改修工事 
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（２８）機械式駐車場工事 

 

 

 

（３２）屋外排水設備改修工事 

 

 

 


